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改正後 改正前 

第１条～第３条 （略） 

（適正な労務費の確保等） 

第３条の２ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

一 （略） 

二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約

を締結する者（次号において「下請負人」という。）に支払う

ものとすること。 

三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結する

こと。 

 イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこ

と。 

 ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を

当該下請負人が直接下請契約を締結する者（ハにおいて「再

下請負人」という。）に支払うこと。 

  ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約

約款第２条の２に定める事項を含む契約を締結すること。 

ニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契

約を締結したことに関する書面を提出すること。 

 

第１条～第３条 （略） 

（適正な労務費の確保等） 

第３条の２ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

一 （略） 

二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約

を締結する者に支払うものとすること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/5 

改正後 改正前 

４ （略） 

一 （略） 

二 （略） 

三 前項第三号の契約を締結したことに関する書面 

５ （略） 

第４条～第６条 （略） 

（下請負人等の選定） 

第７条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手

方を川口市内に本店（建設業法に規定する主たる営業所を含

む。）又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定する

よう努めなければならない。 

２ （略） 

第７条の２～第３５条（略） 

（前払金の使用等） 

第３６条 受注者は、前払金（中間前払金を除く。）をこの工事の

材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事にお

いて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運

賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当す

る額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただ

し、前払金額の１００分の２５を超えない範囲で、前払金をこの

工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要す

４ （略） 

一 （略） 

二 （略） 

（新設） 

５ （略） 

第４条～第６条 （略） 

（下請負人等の選定） 

第７条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手

方を川口市内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定す

る主たる営業所を含む。）又は建設資材を製造する工場を有する

者の中から選定するよう努めなければならない。 

２ （略） 

第７条の２～第３５条（略） 

（前払金の使用等） 

第３６条 受注者は、前払金（中間前払金を含む。）をこの工事の

材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事にお

いて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運

賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当

該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の

支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費（労働者災害

補償保険料を含む。）及び一般管理費等のうち当該工事の施工に
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る費用に係る支払いに充当することができる。 

 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具

の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当

する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者

災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の

支払いに充当してはならない。 

第３７条～第４８条（略） 

（解除に伴う措置） 

第４９条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、第３４条の規定による前払金の支払い

があったときは、当該前払金の額（第３７条の規定による部分払

をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控

除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控

除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があ

るときは、受注者は、解除が第４３条、第４４条又は次条第３項

の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日

から返還の日までの日数に応じ年３．０パーセントの割合（年当

たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。）で計算した額の利息を付した額を、解除が第４２

要する費用（保証料を含む。）に充てられる前払金の上限は、前

払金額の１００分の２５とする。 

（新設） 

 

 

 

 

第３７条～第４８条（略） 

（解除に伴う措置） 

第４９条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、第３４条の規定による前払金の支払い

があったときは、当該前払金の額（第３７条の規定による部分払

をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控

除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控

除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があ

るときは、受注者は、解除が第４３条、第４４条又は次条第３項

の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日

から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合（年当

たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。）で計算した額の利息を付した額を、解除が第４２
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条、第４６条又は第４７条の規定によるときにあっては、その余

剰額を発注者に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５０条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の

請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３．０パーセ

ントの割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合とする。）で計算した額とする。ただし、

損害金の総額が１００円に満たないときは、これを徴収しないも

のとする。 

６ （略） 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第５０条の２ （略） 

２ （略） 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わな

いときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日

までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合（年当たりの率

は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とす

条、第４６条又は第４７条の規定によるときにあっては、その余

剰額を発注者に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５０条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の

請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセ

ントの割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合とする。）で計算した額とする。ただし、

損害金の総額が１００円に満たないときは、これを徴収しないも

のとする。 

６ （略） 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第５０条の２ （略） 

２ （略） 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わな

いときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日

までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合（年当たりの率

は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とす
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る。）で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならな

い。 

４～５（略） 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５１条 （略） 

２ 第３２条第２項（第３８条において準用する場合を含む。）の

規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者

は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの

割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とする。）で計算した額の遅延利息の支払いを発

注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が１００

円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないも

のとし、その額に１００円に満たない端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。 

第５２条～第５７条（略） 

る。）で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならな

い。 

４～５（略） 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５１条 （略） 

２ 第３２条第２項（第３８条において準用する場合を含む。）の

規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者

は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの

割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とする。）で計算した額の遅延利息の支払いを発

注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が１００

円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないも

のとし、その額に１００円に満たない端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。 

第５２条～第５７条（略） 

 


